
寒川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則新旧対照表  

現行  改正案  

（施設等の目的外利用）  （削る）  

第 27条  学 校 の 施 設 等 の 目 的 外 利 用 に つ

いては、教育委員会が別に定める。  

（削る）  

（防災の計画）  （防災の計画）  

第 28条  （略）  第 27条  （略）  

（宿日直等）  （宿日直等）  

第 29条  （略）  第 28条  （略）  

2 （略）  2 （略）  

（事故の報告）  （事故の報告）  

第 30条  （略）  第 29条  （略）  

（実施規定）  （実施規定）  

第 31条  （略）  第 30条  （略）  

附  則  

この規則は、 公布の日から施行する。  


